
国土利用計画の改定について

国土利用計画は、新市発足後、旧市町の市土利用の方向性を整理し、平成25年3月に第１次計画とし
て取りまとめ、平成31年3月に近江八幡市第１次総合計画の策定に伴い、令和元年12月に第2次計画とし
て改定しました。
本市は、令和6年3月に近江八幡市第１次総合計画の中間見直しを行い、令和6年度から令和10年度ま

でを計画期間とする総合計画後期基本計画をまちづくりの方向性を示す計画として策定しました。
このことから、現在の社会情勢及び総合計画後期基本計画に即したものとするため、本市の国土利用

計画の改定を行います。

・原則、大幅な内容変更（計画の構成など）は行わない。
・現計画をベースに追加、修正、削除等を行う。（総合計画変更箇所の追記や完了事業の削除）
・現況図、数値の時点修正。
・土地利用構想図の修正。⇒市街化編入を見据えた内容も加える。※基本、削除は行わない。

①担当者会議（庁内）
・市土利用に関係する所属（関係課）の代表を参集し、原案を検討する会議

②部長会（庁内）
・担当者会議にてまとめた内容について報告・協議。

③総合計画審議会 部会（審議会条例第７条より）
・総合計画審議会委員で構成、計画の内容について審議する組織。
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総合計画記載内容（国土利用計画関連見直し箇所）

●総合計画（平成29年策定）

●総合計画後期基本計画（令和6年3月策定）
目標４施策３商工業の振興

取組方針に「企業誘致の推進」を追
加し積極的な誘致の推進を図り、事
業用地の確保を行うことを明記。

【めざす姿】
地域経済を担い、暮らしを支える人材
や企業が育ち、市内の経済が活性化し、
まちににぎわいが創出されています。

取組方針の追加



国土利用計画（第2次）改定に係る体制
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